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 板橋区では、すべての区⺠が、個⼈としての尊厳を重んじられ、性別による
差別的な取扱いを受けることなく、個⼈としての能⼒を発揮できる男⼥平等
参画社会の実現をめざしています。 
  「東京都板橋区男⼥平等参画基本条例」に規定する 5 つの基本理念 （裏表紙
参照）に基づき、男⼥平等参画施策を総合的、計画的に推進するため、今後 5
年間の取り組むべき課題解決の基本的⽅向性を⽰すとともに、「SDGｓ（持
続可能な開発⽬標）」の考えと、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆
I）」（9 ページ参照）の視点を採り⼊れ、「いたばしアクティブプラン 2025」
（以下「本計画」）を策定します。 

2021（令和３）年度から 2025（令和７）年度までの５年間です。 

  

 SDGｓとは、Sustainable Development Goals の略称で、2030 年までに持
続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざすための 17 のゴールから
なる国際⽬標です。本計画では、SDGｓに掲げられている各⽬標の達成のた
め、あらゆる分野での男⼥平等参画に向けた施策を強化します。また、SDG
ｓと密接な関係がある「D＆I」の視点から、誰もがいきいきと暮らすことの
できる共⽣社会の実現をめざしていきます。 
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 社会的につくられた性差（ジェンダー）にとらわれず、 
また、多様な個性を理解し、認め合い、⽀え合うことで、 

誰もが能⼒を発揮できる「いたばしグッドバランス」の実現 

ジェンダーとは、⽣物学的な差異に基づく男⼥の性別ではなく、「男性は・
⼥性はこうあるべき、するべき」と⼈々が無意識に考えているイメージで、
「社会的・⽂化的につくられた性別」のことです。ジェンダーにとらわれず、
すべての⼈が⾃分の望む選択ができ、それが尊重され、活躍できる社会をめ
ざします。 

そして、板橋区がめざす男⼥平等参画社会の姿を３つの「めざす姿」とし
て設定し、その均衡した姿を「いたばしグッドバランス」と定義して、その実
現のための仕組みをつくることをめざします。 

計画の推進・進⾏管理体制の充実 
区役所全体で連携を強化しながら、実効性のある推進体制の構築を図り、

PDCA サイクルによる適切な進⾏管理を⾏っていきます。 

めざす姿１ 

誰もが参画・活躍できる 

めざす姿 2 

多様性を活かし合う豊かな 

めざす姿３ 

暴⼒やハラスメントのない 
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めざす姿 ⾏動（施策の⽅向性） 施策 

 

１ 誰もが働きやすい 
環境づくりの推進 

１ 企業等における環境整備の促進 

２ 区役所における職場環境の整備 

３ 就労と能⼒発揮に向けた⽀援 

２ 
地域活動・防災活動
への多様な担い⼿の
参画促進 

４ 地域活動における意識啓発 

５ 誰もが尊重される防災対策の推
進 

３ 
ライフステージに 
応じたジェンダー 
平等理念の啓発 

６ 幼少期・学齢期など若年世代に
おける教育の推進 

７ 成⼈期・シニア期における学習
機会の提供 

 

家庭⽣活と社会参画
の両⽴に向けた環境
整備 

８ ⼦育て・介護等に対する⽀援 

９ 社会参画の促進に向けた⽀援 

５ ⽣活の場における 
⾏動変容の促進 

10 
多様なロールモデルや選択肢の
提⽰ 

11 
男性の家事・育児・介護の 
実践促進 

６ 
意思決定過程におけ
る男⼥バランスの均
衡 

12 
各種審議会等における幅広い⼈
材の活⽤ 

13 
管理監督職をめざす⼥性職員の
活躍促進 

14 職員の理解の促進 

  「めざす姿」の実現に向けて展開する施策の⽅向性を⽰す「⾏動」と、⾏動
を展開するにあたり推進する「施策」の体系は以下のとおりです。施策の中
で 特に積極的に取り組む項⽬を「重点項⽬」としています  
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めざす姿 ⾏動（施策の⽅向性） 施策 
 

7 
★ダイバーシティ＆
インクルージョンの
理解促進 

15 
個の多様性に関する積極的な情
報発信 

16 
多様な⼈々の社会参画に向けた
環境整備 

8 ★性的マイノリティ
への⽀援 

17 ⽣活上の困難の解消 

18 相談体制の確⽴ 

19 性の多様性に関する理解の促進 

9 男⼥平等推進センタ
ーの機能の充実 

20 区⺠との協働推進 

21 相談事業の充実 
 

10 ＤＶの未然防⽌と 
早期発⾒ 

22 若年者等への教育・啓発 

23 地域への周知及び⾒守りの連携 

11 ＤＶ被害者⽀援 
24 ⽀援体制の充実 

25 
配偶者暴⼒相談⽀援センター 
の機能強化 

12 ハラスメントや性暴
⼒の防⽌ 

26 
ハラスメントの防⽌啓発及び相
談窓⼝周知 

27 
性暴⼒の防⽌啓発及び相談窓⼝
周知 

13 ⼼とからだの健康 
づくりの推進 

28 ⼼とからだと性に関する正確な
情報の提供 

29 ⼥性の健康づくり⽀援 

○連携による推進体制の充実 ○点検評価・効果測定の実施と改善 

※ ★ ･････････････････新規項⽬  
※下線･････････････････重点項⽬ 

 
 
 

板橋区配偶者暴⼒防⽌基本計画 
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      すべての施策や事業がジェンダー平等の視点に⽴って⾏われる
ことが重要であることから、意思決定過程への⼥性の参画拡⼤をより⼀層推
進し、様々な制度や仕組みの変⾰に向けて社会環境の整備に取り組みます。
また、誰もが、個⼈の意思に基づく多様な選択ができるための⼟台づくりと
して、ライフステージに応じたジェンダー平等理念の啓発を図ることで意識
や⾏動の転換を推進するとともに、⼦育てや介護等のケア労働の負担軽減に
関する⽀援を⾏います。 

 

資料:板橋区男⼥平等に関する意識・実態調査（2019 年度） 

固定的性別役割分担意識についての賛否（総数＝741） 

  「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という、固定的性別役割分担
意識に賛成している⼈は少数派であるにもかかわらず、家庭における役割が
⼥性に偏っていることから、意識の⾼まりを実際の⾏動につなげていく取組
が重要です。 
 家庭、職場、地域など様々な場⾯でのアンコンシャス・バイアス※1 の是正に
取り組むとともに、家事・育児・介護等のケア労働をひとりで抱え込まないよ
う、多様なケア実践の⽅法を提⽰していきます。 

 

⽣活の場における⾏動変容の促進のために 

賛成 反対 

単位：％ 
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賛賛成成

44..66

どどちちららかかとと

いいええばば賛賛成成

2233..22

どどちちららかかとと

いいええばば反反対対

3311..22

反反対対

2211..77

わわかからら

なないい

1177..44

無無回回答答

11..99



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 区では、区の審議会等委員の
⼥性委員の割合を 40％以上に
するという⽬標を設定し、取組
を進めてきましたが、⼥性の参
画が⼗分でない現状となって
おり、取組を⼀層強化する必要
があります。 
 政策・⽅針決定過程へ参画す
る委員の男⼥バランスの均衡
のために、各種審議会等を所掌
する担当部署が積極的に取り
組めるルールづくりを⾏いま
す。 

区審議会等委員に占める⼥性の割合 
（各年４⽉ 1 ⽇現在） 

※1 アンコンシャス・バイアス 
⾃分⾃⾝が気づいていない、ものの⾒⽅やとらえ⽅のゆがみや偏り。ここでは「⼥性らしさ」
「男性らしさ」の無意識下の刷り込みを意味します。  

［重点事業］ 
●委員選定プロセスの改善 
選定に関する具体的⼿法を明記したガイドラインを作成し、全庁的に周知し
ます。 

 

［重点事業］ 
●「（仮称）多様性の視点を踏まえた広報物作成の指針」の作成 
多様な家族像 ・⼥性像・男性像が社会に浸透していくよう、区役所においてポ
スターやチラシを作成する際の留意点をまとめた指針を作成し、活⽤を促進
します。 

意思決定過程における男⼥バランスの均衡のために 

30.5％

31.6%

29.9%
29.6%

30.6%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%
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 区⺠への意識・実態調査によると、区審議会等委員や、区の管理職に占める
⼥性の割合について、回答者の多くが現在よりも増えることを希望している
ことがわかります。 
 区は男⼥平等参画社会を実現する上で、事業主としても先導的な役割を果
たすことが期待されていることから、将来管理監督職となる⼈材を確保し、
⼥性職員の活躍を促進していきます。 

 

［重点事業］ 
●⼥性職員のキャリア形成⽀援 
⼥性職員のキャリア形成⽀援に向けた講演会・研修等を実施するとともに、多様
な働き⽅についての理解の促進及び昇任意欲の向上を図ります。 

●いたばしグッドバランス推進企業表彰 
ワーク・ライフ・バランス推進や多様な⼈材活⽤
に積極的に取り組む企業を⽀援するために表彰制
度の充実を進めます。 
●ワーク・ライフ・バランスや⼥性の活躍推 
進等に関する企業への情報提供と働きかけ 
推進による成功事例やノウハウの紹介等、企業 
トップの理解を促す啓発活動を実施します。 

区の審議会委員、区職員の管理職の⼥性割合についての考え⽅ （総数＝741） 

区の審議会 

委員に占める 

女性の割合 

区管理職に 

占める 

女性の割合 

単位：％ 

資料:板橋区男⼥平等に関する意識・実態調査（2019 年度） 

誰もが働きやすい環境づくりの推進のために 

いたばし good balance 会社賞 表彰式 
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今今ののままままががちち

ょょううどどよよいい

44..77

33..11

ももうう少少しし増増ええ

たたほほううががよよいい

3355..99

3388..55

男男女女半半々々ままでで増増

ええたたほほううががよよいい

3322..55

3311..66

男男性性をを上上回回るるほほどど女女性性

がが増増ええたたほほううががよよいい

11..88

22..00

男男性性ががももっっとと増増

ええたたほほううががよよいい

00..11

00..11

わわかからら

なないい

2222..55

2211..99

無無回回答答

22..44

22..88



 
 
 

 
 
●地域で活躍する⼥性の⽀援
「いたばし I （あい）カレッジ」等の学びの
機会をきっかけとして、地域で活動する
仲間やつながりが形成できるよう⽀援し
ます。
●地域活動への参加促進
町会連合会⼥性部の活動⽀援や、町会・
⾃治会加⼊促進事業への⽀援を⾏います。 

ライフステージに応じたジェンダー平等理念の啓発のために
●幼稚園・⼩学校・中学校での意識啓発
啓発ツールを作成・配布し、男⼥平等参画意識の向上につなげていきます。

●仕事と⼦育ての両⽴⽀援
特定事業主⾏動計画に基づき、区役所における職場環境の整備を⾏います。

いたばし Iカレッジの様⼦  

家庭⽣活と社会参画の両⽴に向けた環境整備のために 
●保育施設の整備
「板橋区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」に基づき、各年度の供給⽬標量を確保す
るとともに、待機児童の解消をめざします。

⽣活の場における⾏動変容の促進のために 
●男性向け家事・育児・介護
スキルアップ講座
実践的なスキルを⾝につけるための
講座を実施します。

地域活動・防災活動への多様な担い⼿の参画促進のために 

●防災リーダー養成講習への⼥性の参加促進
男⼥平等参画の視点を踏まえた防災対策のため、
講習への⼥性の参加を推進します。

講座『男の料理教室』の様⼦   
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多様な個性を認め合い、活かし合って、多⾓的な視点を採り⼊
れることで変⾰を起こし、持続的な発展につながる成⻑社会をめざします。
そのために、広く区⺠と協働しながら、多様性への理解を促進し、障がいの有
無や年齢、国籍や⼈種、性⾃認や性的指向等にかかわらず、すべての⼈が受容
される、住みよい社会を実現するための制度や環境の整備を推進します。 

 区⺠への意識・実態調査によると、「ダイバーシティ＆インクルージョン
（D＆I）」という⾔葉を知っていたのは約４割で、そのうち内容まで知って
いるのは 15.7％にとどまりました。 
 多様性について広く区⺠に認識してもらえるよう、ターゲットごとに⼿法
を変えて効果的に広報・意識啓発を⾏います。 

ダイバーシティ＆インクルージョンの理解促進のために 

［重点事業］ 
●ダイバーシティフェア
イベントの開催を通じて、D＆I の考え⽅の浸透、理解促進を図ります。
●ダイバーシティ＆インクルージョン出前講座の実施
区職員を講師として派遣し、D＆I について理解してもらえるような機会を提
供します。

多様性。 
⼈種や性別、年齢や⾝体的特徴等、 

あらゆる⼈のあり⽅。 

包摂、包含。 
多様性をお互いに尊重し、 

認め合い、活かし合うこと。 
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 性的マイノリティとは、「出⽣時に判定された性別と性⾃認（⾃認する性）
が⼀致し、かつ性的指向（好きになる性）は異性」というパターンに当てはま
らない⼈々とされており、2018 年に⾏われた調査では性的マイノリティに該
当する⼈は 8.9％となっています （電通ダイバーシティ・ラボが全国の 20〜59 歳の個⼈
6 万⼈を対象に実施）。 
 当事者が性的マイノリティであることによる困難を感じる場⾯をなくして
いくため、幅広い世代に対して理解を促進していくとともに、差別や偏⾒の
解消及び設備・制度の改善に取り組みます。 

  

性的マイノリティへの⽀援のために 

［重点事業］ 
●パートナーシップ制度※2の導⼊検討 
誰もが⼈⽣を共にしたい⼈と暮らしていくことを⽀援するため、制度に関す
る調査・調整を進めます。 
●「（仮称）性⾃認及び性的指向に関する職員向けハンドブック」の策定 
区職員として必要な知識、接遇、同僚への配慮等について記載したハンドブ
ックを作成します。 

※2 パートナーシップ制度 
互いを⼈⽣のパートナーであるとしてパートナーシップ宣誓書等を提出したカップル（⼀⽅⼜
は双⽅が性的マイノリティのカップル）に対して、宣誓書受領証等を交付する制度。制度の詳
細は⾃治体により異なります。  

好きになる性のこと。恋愛⼜は 
性愛の感情がどの性別に向くか、

向かないかのこと。 

⾃分の性を⾃分でどう認識して 
いるかということ。 

「⼼の性」とも⾔われます。 
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ダイバーシティ＆インクルージョンの理解促進のために 
●障がい者の就労促進
ハート・ワークにおいて、区内の障がい者に就労を促し、能⼒開発を⽀援し
つつ、⼀般就労とその後の職場定着を⽀援します。
●健診の受診促進のための意識啓発
区⺠⼀般健康診査及び国⺠健康保険特定健康診査の周知や受診勧奨を⾏い
ます。

性的マイノリティへの⽀援のために 
●理解を深めるための啓発
情報誌での発信や、講座・イベント等の実施を通じて、
性の多様性や性的マイノリティへの理解を深めていきます。

●男⼥平等推進センター登録団体との
連携促進
登録団体増加に向けた積極的な活動を
⾏うとともに、登録団体との事業共催
等により連携を促進していきます。

アライ（⽀援者）を表明する
レインボーリボンを配布しています。

男⼥平等推進センターの機能の充実のために

●相談を必要とする⼈に情報が届く仕組みづくり
誰もが気軽に相談を受けることができるようにするため、相談窓⼝の周知を
図ります。

「男⼥共同参画週間⾏事」の様⼦ 
（男⼥共同参画週間：毎年 6 ⽉ 23 ⽇〜29 ⽇）  

家庭や仕事、⽣き⽅や⼈間関係など 
皆さまの悩みごとについて、 
気持ちの整理のお⼿伝いをいたします。 

⽉〜⾦、第２⼟ 9：00〜17：00 

お知り合いに 
悩んでいる⽅が 
いたら声をかけて 
あげてください。 
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      ⼒や⽴場の弱い者への暴⼒を根絶して、誰もが安⼼して安全に
暮らせる社会をめざします。そのために、ＤＶや性暴⼒、様々なハラスメント
の未然防⽌とともに被害者⽀援に向けた総合的な取組を強化します。また、
⽣涯にわたり健康に⽣活できるよう、ライフステージごとに⽣じる健康上の
問題に応じた⽀援を⾏います。 

 

 区では、DV に関する総合的な窓⼝として、配偶者暴⼒相談⽀援センター 
（以下「配暴センター」)を設置し、被害者からの相談にあたっています。し
かし、区⺠への意識・実態調査によると、被害のことを誰にも相談していない
⼈が全体の４割以上を占めており、その理由としては、「相談するほどのこと
ではないと思ったから」が最も多くなっています。 
 DV 被害に関する悩みをひとりで抱え込まないよう、相談することの⼤切さ
を周知するとともに、被害者本⼈の意思と状況に応じたきめ細やかな⽀援や、
切れ⽬のない総合的な⽀援が実施できるよう、配暴センターにおける相談体
制の拡充や被害者保護、⽣活⽀援等に⼀体的に取り組みます。  

 

［重点事業］ 
●配暴センターにおける相談体制の拡充 
従来の電話や⾯談での相談に加え、メールでの相談や男性被害者への⾯談で
の相談等、相談体制の拡充を図ります。 

DV 被害者⽀援のために 

ＤＶ被害を相談しなかった理由（総数＝111） 

資料:板橋区男⼥平等に関する意識・実態調査（2019 年度） 
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相談するほどのことではないと思ったから 

自分さえがまんすれば、なんとかこのまま
やっていけると思ったから 

自分にも悪いところがあると思ったから 

相談してもむだだと思ったから 

相談する人がいなかったから、相談できる 
ところがなかったから 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DV の未然防⽌と早期発⾒のために 
●中学⽣向けデート DV 防⽌教育 
区内の中学校での出前講座等、若年者のデートDV 防⽌に関する教育を実施
します。 
●若年層に向けた予防啓発 
⼤学祭、成⼈式等におけるデートDV 防⽌に関する冊⼦の配布等、若年層に
向けた啓発を⾏います。 

ハラスメントや性暴⼒の防⽌のために 
●区内企業等へのハラスメント防⽌に関する情報提供 
区が発⾏する企業向け啓発冊⼦等でハラスメント防⽌
措置など企業の義務について情報提供を⾏い、防⽌に
向けた取組の必要性について啓発を⾏います。 

⼼とからだの健康づくりの推進のために 
●「⼥性のための相談窓⼝」の周知の強化 
⼥性の⼼や⾝体の相談について、男⼥平等推進センターと⼥性健康⽀援センタ
ーが連携して実施している「⼥性のための相談窓⼝」を、より広く認識しても
らえるよう周知を強化します。  
●乳がん・⼦宮がん検診受診促進のための意識啓発 
広報いたばし等、多様な媒体で健（検）診事業の周知を図ります。また、各イ
ベントや⼤学の⽂化祭等で受診勧奨を実施しながら区⺠の意識啓発を図りま
す。  
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ＤＶとは、配偶者や恋⼈など親密な関係において、相⼿を⾃分の思いどおりに⽀配
しようとして⽤いる威圧的な⾏為（暴⼒）のことをいいます。 
暴⼒とは、「殴る」「蹴る」のような⾝体的な暴⼒だけではありません。 

精神的な暴⼒＝「怒鳴る」「⾺⿅にする」「無視する」 
経済的な暴⼒＝「⽣活費を渡さない」「外で働くことを嫌がる」 
社会的な暴⼒＝「⾃由に外出させない」「スマホをチェックする」 
性的な暴⼒＝「避妊に協⼒しない」「望まない性⾏為を強要する」 

パートナーとの関係に少しでも疑問を感じたら、11 ページの相談室へお電話ください。 

企業向け啓発冊⼦ 
『働き⽅を変える』  
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№ 指標 現状値 
(2019 年度) 

⽬標値 
(2025 年度末) 

 

1 ワーク・ライフ・バランスの推進に「取り組んでいる」区内事業所の割合 23.7% 40.0% 
2 ⼥性活躍推進法に基づく⼀般事業主⾏動計画を策定している区内事業所の割合 3.5% 12.0% 

3 区内事業所における管理監督職に占める⼥性の平均⼈数 
※管理職が１⼈以上いる事業所 

役員 0.7 ⼈ 
部⻑相当職 0.2 ⼈ 
課⻑相当職 0.3 ⼈ 
係⻑相当職 0.9 ⼈ 

↗ 

4 区役所における３歳に満たない⼦を養育している男性職員に
係る育児休業の取得率 11.97% 13.0%以上 

 「⾃治会やＮＰＯなど地域活動」で男⼥の地位は平等になっ
ていると考える割合 

全体 50.6％ 
⼥性 44.6％ 
男性 58.0％ 

全体 60.0% 

6 「男は仕事、⼥は家庭という役割分担であるべき」という考
え⽅について、そう思わない区⽴中学⽣の割合 ―※1 ↗ 

7 保育所等⼊所に係る待機児童数 108 ⼈ 0 ⼈ 

8 家事・育児に携わる平均時間が「30 分未満」の男性の割合 平⽇ 35.1％ 
休⽇ 23.4％ 

平⽇ 20.0％ 
休⽇ 10.0％ 

9 区の審議会等における⼥性委員⽐率 30.6% 40.0％ 
10 区役所における⼥性管理職割合 19.61% 24.0％以上 

 

11 ダイバーシティ＆インクルージョンという⾔葉の認知度 39.7% 60.0％ 
12 ハート・ワークにおける区内障がい者の新規就職者数 105 ⼈ 130 ⼈ 

13 板橋区の 65 歳健康寿命 ⼥性 82.84 歳 
男性 80.83 歳 ↗ 

14 性の多様性を認め合う社会をつくるための取組が必要だと思
う⼈の割合 61.7% 70.0％ 

 ⾝近な⼈に、性的マイノリティであることを打ち明けられた
場合、「これまでと変わりなく接することができる」と回答
した⼈の割合 

区⺠ 49.4% 
区職員 73.9% 

区⺠ 70.0% 
区職員 80.0% 

16 男⼥平等推進センター登録団体数 30 団体 40 団体 
17 男⼥平等推進センター「スクエアー・Ｉ」の認知度 7.1% 30.0％ 

3 

18 区⽴中学⽣におけるデートＤＶという⾔葉の認知度 ―※1 ↗ 

19 区⽴中学校におけるデートＤＶ防⽌出前講座 年 1 校 全区⽴中学
校で開催 

20 ＤＶの被害経験がある⼈の割合 33.6% 10.0％ 
21 ＤＶ被害について誰にも相談していない⼈の割合 39.0% 10.0％ 
22 ハラスメントに対する取組を実施している区内事業所の割合 16.7% 40.0％ 

23 「⼥性のための相談窓⼝」の認知度 7.1% ※2 
22.4% ※3 30.0% 

24 区が実施する乳がん・⼦宮がん検診の受診者数 乳がん 6,976 ⼈ 
⼦宮がん 9,545 ⼈ ↗ 
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※1 令和 3 年度調査予定 ※2 男⼥平等推進センター「スクエアー・I」の認知度 ※3 ⼥性健康⽀援センターの認知度 

1 
5 

15 

2 



①⼈権の尊重
男⼥の個⼈としての⼈権が尊重され、性別による差別的な取扱いを受けな
い社会を実現すること。

②個性や能⼒の発揮
男⼥平等参画社会の形成を阻害する社会制度や慣⾏が是正され、男⼥が
性別にかかわらず、その個性や能⼒を発揮する機会が確保されること。

③活動の⽅針を決める過程への参画
男⼥が、社会の対等な構成員として、様々な分野における活動の⽅針決定
の過程に参画する機会が確保されるとともに責任を担うこと。

④多様な⽣き⽅の選択
男⼥⼀⼈ひとりが、⾃⽴した個⼈としてその能⼒を⼗分に発揮し、性別に
よる固定的な役割分担にとらわれることなく、⾃⼰の意思と責任による
多様な⽣き⽅の選択が尊重されること。

⑤家庭⽣活と社会活動の両⽴
男⼥が、相互の協⼒と社会の⽀援の下に、⼦の養育、家族の介護等の家庭
⽣活と、職場、地域等における社会活動を両⽴することができるように環
境が整備されること。

男⼥平等参画社会実現のための板橋区⾏動計画（第六次） 
板橋区⼥性活躍推進計画 

板橋区配偶者暴⼒防⽌基本計画 

発⾏ 板橋区総務部男⼥社会参画課 
電話 03-3579-2486 

広報版 

⼥性の働き⽅や⽣き⽅・家族の関係・性
的マイノリティへの支援等に関する本など
が揃っています。貸出を⾏っていますので、
情報収集や学習にお役⽴てください。 

男⼥平等参画施策を推進する 
拠点施設です。 

※施設点検⽇・年末年始を除く
学習や活動・交流の場として利⽤できる
フリースペースです。⼀般の⽅も利⽤でき
ますので、お気軽にご利⽤ください。

2021 年 3 ⽉ 


